
主催 : 株式会社 サポート 担当：島田・三嶋
神戸市中央区加納町4-3-17
TEL.078-224-5010 FAX.078-224-5046
http://www.consul-support.com

参加費： 無料！ 定員：西宮20名 ●アクセスマップ 裏面

セミナー参加申込は『裏面』へ

後援 : 税理士法人森田事務所 担当：福岡・斉藤
M-TACグループ 神戸市中央区加納町4-4-17

ニッセイ三宮ビル6F
http://www.molita.jp

西宮森田塾

相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なく

ありません。どの様にすれば円満な相続にすることが出来たのか・・・ 相続対策は大きく分けると3つです。

今からでも遅くありません！相続の基本的な知識や事例に基づいた相続対策を身につけ、争族を防ぎ、

円満な相続になるよう今から準備をしましょう！

■ 相続対策は必要か否か？ ■ 争族を避けるために考えたいこと

■ 相続発生後の困りごと ■ 生命保険の活用事例

要 事前申込

相続基本コース 相続対策は税金だけじゃない！
「失敗しないための相続対策」

～中小企業が今やるべきことは何か？～相続コース 西宮：令和2年4月23日（木曜） １３：３０～１５：００

保険活用コース
法人で生命保険に入る意味は本当になくなったのか！？
具体的な商品イメージにより「法人での保険加入について考える」

保険活用コース 西宮：令和2年4月23日（木曜） １５：３０～１７：００

講師： 鈴木 孝昌
（M-TACグループ相続責任者、相続診断士・ファイナンシャルプランナー）

講師： 島田 正彦
（M-TACグループ保険専担部門 ㈱サポート 取締役）

昨年の保険税制の改正により、契約日が令和元年７月８日以降の法人契約の生命保険については、節税対策として

は非常に利用しにくくなりました。この改正では「解約返戻金のある生命保険で、解約返戻率が高い商品については

損金算入割合を低くする」というところで、多くの法人経営者の皆さまにとって「節税＝利益の繰り延べ」に生命保険を

気軽に活用することができなくなり、大きなダメージを受けました。もう法人で生命保険に入る意味はなくなったのか？

具体的な商品イメージにより法人での保険加入について考えます。

■ 法人で生命保険に加入するメリットは本当になくなってしまったの？ ■ 保険の選び方で損得はあるの？

■ 保険ってどこで入っても同じようなものなんじゃないの？ ■ 法人でどういう保険に入った方がいいの？



お申込は今スグどうぞ！ 下記にご記入の上FAX下さい FAX:078-224-5046

事業所名
ご芳名

ご参加人数

所在地

（〒 － ）
TEL

FAX

メール

お電話でのお申込は：078-224-5010 メールでのお申込は：main@moritaoffice.com

※ご記入頂きました個人情報につきましては、各種サービスのご案内・ご提供のためのみに利用し厳重に保管・管理及び廃棄いたします。 2020.4/23（HP）

会場のご案内

西宮会場

参加コース □に、☑印をつけてください

西宮 4/23
□ 相続コース □ 保険活用コース

西宮森田塾 令和2年4月23日（木）
・相続「相続対策は税金だけじゃない！」・保険活用「法人で生命保険に入る意味は本当になくなったのか！？」

闘う税理士 森田茂伸 プロフィール

税理士法人 森田事務所
西宮支社

西宮市甲風園1-10-11
中村ビル5F
（1F 日住サービスさんのビルです）

阪急神戸線・今津線 「西宮北口」駅
（北西口） 徒歩3分

会場が分からないときは

森田事務所 西宮支社 0798-78-2881
まで

税理士法人森田事務所 代表 森田茂伸からのご挨拶

神戸の地で開業したのが平成元年、今年は31年目に突入しました。皆様のご支援、本当にありがとうございます。

おかげさまで神戸以外にも事務所を展開し、現在では、福岡・長崎・熊本・香港にも事務所を構えております。そして、昨年4月には、

西宮支社を開設いたしました。これもひとえに皆様のご支援ご愛顧の賜物と深く感謝しております。より一層業務に精進いたす所存でご

ざいますので、何卒倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

西宮支社開設に伴い、従来からの「神戸森田塾」と合わせて、「西宮森田塾」の開催をご案内させていただきます。

テーマは、『相続』と『保険活用』です。 一昨年の民法改正に伴い、2019年1月から相続の法制度が変わりました。相続分野に関する改

正は1980年以来、約40年ぶりです。今、まさに転換点を迎えている『相続』を基礎から解説します。また、昨年は保険税制に大きな改正

がありました。従来は保険期間によって保険料の損金算入割合が決まりましたが、今回の改正ではピークの解約返戻率（最高解約返戻

率）によって損金算入割合が決まる内容に変更となっています。この改正後、法人保険に入る意味は本当になくなったのか？法人での

保険加入について具体的な商品イメージから考えます。 M-TAC（税理士法人森田事務所）グループの相続部門、保険部門の専任者 の

スペシャリストによるセミナーです。一人でも多くの方にご参加いただき、お役に立てていただければ幸いです。


